
※ 平成２６年９月４日 静岡市市民活動促進協議会からの答申内容

計画策定にあたって

１ 経緯
平成２４年３月に策定した「第２次静岡市市民活動促進基本計
画」の計画期間が平成２６年度で終了することに伴い、これまで
の取組みの成果や社会情勢の変化などを踏まえ、第３次静岡
市市民活動促進基本計画を策定する。

２ 計画策定の背景

（１）社会経済情勢等の状況と静岡市の状況
①市民ニーズ、社会的課題の多様化

②少子・高齢化の進展と人口減少社会の到来

③情報化の進展

④地方分権の進展

（２）市民活動をめぐる国の動向
①平成１０年１２月 「特定非営利活動促進法」施行

・特定非営利活動を行う団体に法人格を付与

・特定非営利活動の認定制度を創設

・公益の増進に寄与することを目的

②平成２４年４月

・ＮＰＯ法人に関する事務を地方自治体で一元的に

実施するための見直し

・制度の使いやすさと信頼性向上のため見直し

・認定制度を見直し

③平成２５年４月より「共助社会づくり懇談会」（内閣府）

を開催

・ＮＰＯの活動、ソーシャルビジネス等を、人材、資金、

信頼性向上の点から支援

３ 第２次基本計画における取組状況と課題
基本計画の実施による成果を測定するため、「ボランティア

数」、「市民活動センター利用登録団体数」、「有給・常勤スタッ

フ１人以上の市民活動団体数」、「単年度ごとに協働事業数」と

いった４の指標を設定し、着実な市民活動の推進を図っている。
今後の主な課題は、

（１）市民活動の交流の場の創出
（２）市民活動に参加しやすい環境整備
（３）市民活動団体の組織力強化
（４）協働事業提案制度の見直し

第３次静岡市市民活動促進基本計画 体系図 １ 計画の基本理念
静岡市市民活動の促進に関する条例第３条

２ 計画の位置づけ
・静岡市市民活動の促進に関する条例
・静岡市第３次総合計画との整合性 など

第３次計画の基本的な考え方

静岡市市民活動の促進に

関する条例（第３条）

基本理念

市民活動は、国及び地方公共団体の
活動又は営利を目的とした活動によっ
ては解決できない社会的課題を解決
する役割を果たすものとする。

市民活動は、市民が対話を通じて、相
互に価値観を尊重し行うものとする。

市民活動は、人種、信条、性別、年齢
及び社会的・身体的状況等が多様な
市民の参画によって、自ら意見を述べ
る意思又は機会のない者が抱える問
題を取り上げ、見過ごされやすい社会
的課題の解決に貢献するものとする。

市民活動は、参画した個人自身に精神
的充実及び人間的成長をもたらすもの
とする。

基本理念 施策の柱 施策の方向性８年後の目指す姿
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３ 計画期間
平成２７年度から平成３４年度までの８年間

４ 重点事項
・交流の場づくり
・市民活動への参加の促進
・市民活動の自立を支える環境づくり
・市民協働の推進

(1) 市民活動に関する広報の強化

(2) 電子情報掲示板等の構築により市民活動団体の

情報ネットワークの構築

(3) 市民活動団体のスクラップ・アンド・ビルド

(4) 支援者（寄附者）の増加

(1) 市民活動に参加しやすい環境整備

(2) 多くの市民活動に参加する機会を創出

(3) 市民の市民活動に対する意識を醸成

(4) 市民活動団体のオープンな組織づくりを支援

(5) 次世代の市民活動の創出

(1) 市民活動団体の組織基盤を固め、持続性を確保し、

信頼性を確保

(2) ファンドレイジングを活用し、マネジメント能力を

向上

(3) 組織のミッションを明確化し、構成員の意識を醸成

(4) 顕彰制度の構築により、優れた活動を評価

(1) 新しく協働事業を創出

(2) 企業と市民活動団体との関係構築

(3) 市民活動団体と地縁組織との連携強化

(4) 市職員の意識を改革

≪市民協働の推進≫
１ 市民活動をつなげるための取組

２ 相互理解を深める協働事業提案制度

の充実

≪市民活動への参画の促進≫
１ 市民活動を広げるための取組

２ 市民活動の楽しさを知ってもらう

ための取組

≪交流の場づくり≫
１ 市民活動センターの機能強化

２ 多彩な参加の場づくり

知らせる

やってみる

≪市民活動の自立を支える環境づくり≫
１ 優れた市民活動団体が市民の信頼を

得られる取組

２ 市民活動団体の運営を支援する取組

つながる

重点深める

重点

循環



計画策定にあたって

１ 経緯
平成２１年３月に策定した「第２次静岡市男女共同参画行動
計画」の計画期間が平成２６年度で終了することに伴い、これ
までの取組みの成果や社会情勢の変化などを踏まえ、第３次
静岡市男女共同参画行動計画を策定する。

２ 計画策定の背景

（１） 社会経済情勢等の状況と静岡市の状況
① 少子・高齢化の進展と人口減少社会の到来

② 雇用情勢の変容と貧困・格差の拡大

③ 協働に関する意識の高まりと

地域における人間関係の希薄化

④ 国際化の進展

⑤ 経済の活性化に向けた女性の活躍への期待

（２） 男女共同参画をめぐる国・県のの動向
平成２２年１２月 「第３次男女共同参画基本計画」策定

経済社会情勢の変化等に対応し、５つの重点分野を新設

① 男性、子どもにとっての男女共同参画

② 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

③ 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境

の整備

④ 科学技術・学術分野における男女共同参画

⑤ 地域、防災・環境その他分野における男女共同参画

の推進

３ 第２次行動計画の評価と今後の課題
毎年度、事業の取組状況を確認し、進捗状況報告書として

公表している。また、行動計画の実施による成果を測定するた

め、１９の指標を設定し、着実な男女共同参画の推進を図って

いる。
今後の主な課題は、

(1) 男性にとっての男女共同参画の推進
(2) 政策・方針決定の場への女性の参画拡大
(3) ワーク・ライフ・バランスの推進
(4) 男女間の暴力の根絶

第３次静岡市男女共同参画行動計画 体系図

１ 計画の基本理念 ４ 計画期間
第２次計画に引き続き、 平成２７年度から平成３４年度までの８年間
静岡市男女共同参画推進条例第３条～第８条

２ 計画において目指す姿 ５ 計画の位置づけ
「ベストバランスで、 静岡市男女共同参画推進条例

男女がともにいきいきと輝くまち しずおか」 男女共同参画社会基本法

第３次静岡市総合計画との整合性

３ 重点目標
(1) 男性にとっての男女共同参画の推進 ６ 計画の推進に向けて
(2) 政策・方針決定の場への女性の参画拡大と 計画推進体制の整備
女性の活躍の推進 市民参画による推進体制と拠点の充実

(3) 労働の場における男女共同参画の確立と 計画の進ちょく状況の点検及び情報公開
ワーク・ライフ・バランスの推進

(4) 男女間のあらゆる暴力の根絶

第３次計画の基本的な考え方

一人ひとりが個性と能力を

発揮し、責任を分かち合う

男女共同参画社会

市 男女共同参画推進条例

基本理念

男女の人権の尊重（第３条）

社会における制度又は

慣行についての配慮

（第４条）

政策等の立案及び決定に

おける共同参画の

機会の確保（第５条）

家庭生活と職業生活

その他の社会における

活動の両立（第６条）

世界的視野の下での

男女共同参画（第７条）

男女の互いの性の尊重と

生涯にわたる健康への

配慮（第８条）

基本理念 基本目標 施策の方向性

人権を尊重する教育の充実と

国際理解の推進

政策・方針決定の場への女性の

参画拡大と女性の活躍の推進

男性にとっての

男女共同参画の推進

地域における

男女共同参画の推進

労働の場における

男女共同参画の確立と

ワーク・ライフ・バランスの推進

男女がともに子育てや介護に

携わることができる環境の整備

生涯を通じた男女の健康支援

生活上様々な困難を抱える人が

安心して暮らせる環境の整備

男女間のあらゆる暴力の根絶
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（１） 男女共同参画推進に関する現状分析と情報の収集・提供

（２） 固定観念にとらわれない男女の対等な関係を築くための広報・啓発活動の充実

（１） 男女の人権の尊重に関する啓発および教育の充実

（２） 家庭、職場、学校、社会などあらゆる場における男女平等教育の推進

（３） 男女共同参画の視点に立った国際交流と国際理解の推進

（４） メディアにおける男女の人権尊重の促進

（１） 市審議会等への女性の参画促進

（２） 市役所における女性の積極的登用

（３） 事業所における方針決定への女性の参画促進

（４） 女性の人材育成施策の充実

（５） 女性のキャリア形成と能力発揮への支援

（６） 女性の起業や再就職への支援

（１） 男性の家事・育児・介護への参画促進
（２） 男性の地域活動への参画促進

（３） 男女共同参画の視点を持った男性の働き方・生き方への支援

（１） 地域の各種団体における女性の参画促進

（２） 男女共同参画を実現するための地域活動支援と市民活動の促進

（３） 男女共同参画の視点を持った防災対策の推進

（４） 男女共同参画の推進拠点としての静岡市女性会館の機能充実

（１） 雇用における男女平等な機会と公平な待遇の確保の推進

（２） 事業所における『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）』の推進

（３） 農林漁業・商工業・サービス業などの自営業で働く女性の労働環境整備と

地位の向上の推進

（１） 家事・育児・介護への男性の参画促進

（２） 多様なニーズに対応した子育て支援策の充実

（３） 多様なニーズに対応した介護支援策の充実

（１） 高齢者や障がいのある人が自立して生活ができるための支援

（２） ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）への支援

（３） 貧困など様々な困難を抱える人への支援

（４） 外国人住民が安心して暮らせるための環境の整備

（１） ＤＶを生み出さない社会づくりの推進

（２） 身近で相談できる体制の整備

（３） 被害者の安全確保の徹底 ≪静岡市ＤＶ防止基本計画≫

（４） 被害者の自立支援の充実

（５） ＤＶ防止推進体制の構築

（６） セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

（１） 性差とライフステージに応じた健康支援

（２） 性や妊娠・出産等に関する理解の促進

（３） 誰もが相談できる体制の充実

８年後の目指す姿

ベ
ス
ト
バ
ラ
ン
ス
で
、
男
女
と
も
に
い
き
い
き
と
輝
く
ま
ち

し
ず
お
か

重点

重点

重点

１

２

３

５

６

７

８

９

１０

重点

４

一人ひとりが個性と能力を

発揮し、責任を分かち合う

男女共同参画社会
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※ 平成２６年９月１２日 静岡市男女共同参画審議会からの答申内容


